
乗務員不足による特別ダイヤ実施について 

令和8年1月 

・1番（循環） 共栄バスセンター発 11:30  曙１条５丁目発 12:09 

・2番（循環） 共栄バスセンター発 8:50/13:50/15:50  曙１条５丁目発 9:35/14:35/16:35 

・3番 森山病院前発 19:40  近文２５丁目発 20:12 

・8番 旭川駅発 18:40   

・10番 １条８丁目発 15:30 

・12番 春光バスセンター発 10:35  １条８丁目発 9:10 16:10 

・18番 共栄バスセンター発 16:55 

・19番 共栄バスセンター発 10:20/13:20/14:20 

・22番 春光バスセンター発 16:10  旭川駅発 21:40 

・24番 イオン西発 14:35 １条８丁目発 13:55 

・26番 春光バスセンター発 7:45 16:00  曙１条７丁目発 16:31 

・29番 共栄バスセンター発 6:40  春光６条９丁目発 17:40 

・33番 共栄バスセンター発 13:45  近文２５丁目発 14:45 

・37番 南高前発 19:25 

・41番 旭川駅発 11:25/20:40 

・52番 旭川駅発 9:14/17:35 

・76番（循環） 旭川駅発 17:45  ひがしかわ道草館発 18:41 

・81番 共栄バスセンター発 18:50 

・82番 南高前発 8:40/18:40 

・83番 旭川駅前発 15:55 

・94番 共栄バスセンター発 10:30  曙１条７丁目発 11:08/21:18 

・97番 共栄バスセンター発 15:00  曙１条７丁目発 15:39 

・98番 共栄バスセンター発 6:00/6:30  神居６条１０丁目発 6:55/7:27 

・102番 春光バスセンター発 17:25 

・522番 共栄バスセンター発 18:55 

【告知】 

特別ダイヤで運休となる便一覧 

いつも旭川電気軌道バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
  

現在、乗務員の感染症を含む突発的な病気やケガにより、バスの安全運行に必要な要員を確保すること
が困難な状況となっております。 
 つきましては、法令（道路運送法、労働基準法）を守り、乗務員の過労運転防止および健康管理を徹底し

た上で、公共交通機関として安全運行を維持するための措置として、下記の期間一部の便を運休とする
「特別ダイヤ」を実施いたします。 
 ご利用のお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、安全運行を継続するためのやむを得ぬ措置であ
ることにつきましてご理解いただきますようお願い申し上げます。 
 

・特別ダイヤ実施期間 
 2026年（令和8年）2月2日（月）～2月20日（金）※終了日は状況により変更となる可能性あり  
 


